




２０１４年４月の消費税の引き上げによる影響を緩和するため、所得
の低い方に対し、臨時福祉給付金を支給します。

②年金生活者等支援臨時福祉給付金
　 （障害・遺族基礎年金受給者向け）（１人につき３万円）

①臨時福祉給付金（１人につき３０００円）

次の（１）（２）に当てはまる方が支給対象者です。
（１）２０１６年１月１日時点で杉並区に住民登録している方（２０１６年
　　１月２日以降に区外へ転出した方も含む）
（２）２０１６年度の区市町村民税（均等割）が課税されていない方（本人が 
　　非課税であっても、課税されている方の扶養親族等や生活保護受給
　　者等である方、支給決定の前に亡くなった方などは支給対象外）

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の
低い障害・遺族基礎年金受給者を支援するために、年金生活者等支援臨時福
祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）を支給します。

【問い合わせ】保険福祉部管理課臨時給付金担当 

次の（１）～（３）全てに当てはまる方が支給対象者です。
（１）①臨時福祉給付金の支給対象である方
（２）２０１６年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方
（３）年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の支給を受けていない方

◇支給対象者

８月２９日（月曜日）※支給の可能性がある方にお送りします。◇申請書類発送予定日
８月３０日（火曜日）～２０１７年１月１０日（火曜日）◇申請期間

・支給の可能性がある方に、区から申請書類を送付します。
・申請書類が届いた方は、支給対象となるか確認の上、該当する場合は申請書に必要事項を記入し、添
付書類とともに返信専用封筒で郵送してください（２０１５年の所得や扶養の状況等により、申請書が
届いた方でも支給の対象にならないことがあります）。
・区は提出書類の内容を確認・審査し、結果を郵送でお知らせします。支給決定された方には、指定の口
座へ給付金を振り込みます。申請から結果の送付、給付金の振り込みまで２カ月程度を要します。
※家族で同時に申請した場合でも、個別に処理するため、支給時期が異なることがあります。
※申請先は、２０１６年１月１日時点で住民票のあった区市町村です。２０１６年１月２日以降、杉並区に転入した方は、具体的な申
請期間や手続きについて、２０１６年１月１日時点で住民票のあった区市町村にお問い合わせください。
※区民事務所では申請を受け付けていません。

●杉並区や厚生労働省などの職員が、電話でATM（現金自動預払機）の操作をお願いすることは絶対にありません。
●「おかしいな」と思ったら、一人で判断せず、区や最寄りの警察署、警察相談専用電話（#9110）にご連絡ください。

◇申請方法

◇支給対象者

１９５４年からスタートした七夕まつりも今回で６３回目。阿佐谷パー
ルセンターを中心とした９商店会で共同開催されます。アーケード
に飾られた張りぼてや、それぞれの商店会で行われる個性豊かなイ
ベントを楽しむ観客で賑わいます。毎年７０万人以上の観客が訪れ
る七夕まつりは、杉並区を代表する夏の風物詩となっています。

【  日  時  】８月５日（金）～９日（火）
　　　　   午前１０時～午後１０時
【  場  所  】ＪＲ阿佐ケ谷駅周辺の９商店会
【申し込み】当日、直接会場へ
【問い合わせ】阿佐谷七夕まつり連合会
               （阿佐谷パールセンター）
【  電  話  】０３－３３１２－６１８１

東京を代表する夏の風物詩として親しまれている東京高円寺阿波
おどり。街中が１００万人の観客と踊り手の熱気に包まれます。ＪＲ
高円寺駅周辺の８カ所の演舞場を舞台に２日間延べ１万人の踊り
手が、軽快なおはやしにあわせて、踊ります。

【  日  時  】８月２７日（土）・２８日（日）   
　　　　　午後５時～８時
【  場  所  】ＪＲ高円寺駅・東京メトロ丸ノ内
　　　　　 線新高円寺駅周辺の各会場
【申し込み】当日、直接会場へ
【問い合わせ】ＮＰＯ法人東京高円寺阿波
               おどり振興協会
【  電  話  】０３－３３１２－２７２８

第６０回東京高円寺阿波おどり

　配偶者からの暴力を理由に避
難している等の事情により、杉並
区に住民登録していない方は、支
給対象となる場合がありますの
で、早めにご相談ください。

DV被害者の方

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

①・②いずれも

阿佐谷七夕まつり

「臨時福祉給付金」および
「年金生活者等支援臨時福祉給付金」のお知らせ

（障害・遺族基礎年金受給者向け）

©東京高円寺阿波おどり



【  日  時  】１１月５日（土）午前１０時～午後３時３０分・６日（日）午前１０時～午後３時
【  場  所  】メイン会場＝桃井原っぱ公園（桃井３－８－１）
               ▽連携イベント会場＝杉並会館（上荻３－２９－５）、
　　　　　　 西荻地域区民センター・勤労福祉会館（桃井４－３－２）
【  内   容  】キャラクターショー、交流自治体物産展、フードエリア、東京都パラ　
　　　　  リンピック体験イベントなど
【問い合わせ】すぎなみフェスタ実行委員会事務局（文化・交流課すぎなみフェスタ担当）

杉並区の急病診療窓口（日本語対応のみ） まずは、電話でご相談ください。相談の結果、受診する場合は、健康保険証・医療証を必ず持参してください。

■杉並区休日等夜間急病診療所
　【電話】 03－3391－1599　　【場所】 荻窪5－20－1杉並保健所2階
　【診療時間・科目】（いずれも受け付け終了時間は診療終了時間の30分前まで）
　 月～金曜日…午後7時30分～10時30分＝小児科
　 　　土曜日…午後5時～10時＝内科・小児科・耳鼻咽喉科
　 日曜日・祝日
　 年 末年始…午前9時～午後10時（外科は午後５時まで）＝内科・小児科・外科・耳鼻咽喉科

■杉並区歯科保健医療センター（歯科休日急病診療）
　【電話】 03－3398－5666　　【場所】 荻窪5－20－1杉並保健所５階
　【診療時間】 日曜日、祝日、年末年始…午前９時～午後５時（受け付けは午後４時まで）

■杉並区急病医療情報センター ※医療機関案内・医療相談を受け付けています。
　【電話】 #7399 または 03-5347-2252
　【案内・相談時間】 月～金曜日…午後８時～翌日午前９時
　　 土・日曜日、祝日、年末年始…午前９時～翌日午前９時

東京都保健医療情報センター 外国語で診療を受けることができる医療機関や、日本の医療制度についての
問い合わせに、英語・中国語・ハングル・タイ語・スペイン語で応じます。

【相談日時】 毎日午前9時～午後8時
【電話】 03-5285-8181

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」 ホームページで、住所や最寄りの駅から医療機関を探すことができます。
【英語版ホームページ】

医療相談
の窓口

★申し込み・詳細の問い合わせは、杉並区交流協会へ。
【住所】 〒１６６－０００４ 阿佐谷南１－１４－２みなみ 阿佐ケ谷ビル５階
【電話】 ０３－５３７８－８８３３　【ファクス】 ０３－５３７８－８８４４　
【Ｅメール】 info@suginami-kouryu.org【ホームページ】 http://www.suginami-kouryu.org/　
【Facebook】 http://www.facebook.com/suginami.kouryu

　杉並区交流協会では、外国人の方が気軽に参加でき、日本人をはじめ
多くの外国人の方と楽しく交流できるイベントをたくさん企画しています。
皆さんも、ぜひご参加ください。

杉並区交流協会ホームページとFacebook
　杉並区交流協会のホームページやFacebookをぜひご覧ください。
　杉並区交流協会の主催イベントや区内の日本語教室、杉並区の交流自
治体の情報などを載せています。
　杉並区在住の外国人には、無料でイベント情報や区内の便利な情報を
郵送します。登録はホームページからできます。

◇異文化理解講座「スウェーデン」
　スウェーデン在住の講師がスウェーデンの暮らしや文化、教育などを、
写真などを交えて紹介します。
【  日  時  】  ８月24日（水）午後６時～８時
【  場  所  】杉並区交流協会
【  講  師  】両角達平（Tatsuhei Morozumi）
【  定  員  】３０名（申込順）
【  費  用  】２００円

◇まるごと台湾フェア
　中学生の野球交流や高円寺阿波おどりの台湾公演などで交流を深めて
いる台湾の魅力を紹介します。４回目を迎える今年も、台湾の観光・食文
化などさまざまな面から台湾の魅力を紹介します。
【  日  時  】９月１０日（土）午前１０時３０分～午後５時
【  場  所  】セシオン杉並（梅里１－２２－３２）
【  内  容  】台湾の物産販売や観光紹介・展示、キッチンカーでの台湾料理販売、
　　　　　  映画上映ほか
                詳細は杉並区交流協会のホームページ、Facebook でお知らせします。

◇外国人サポートデスク【Support Desk for Foreign Residents】
　ボランティア通訳が外国人の皆さんの区役所での手続きをサポートします。
英語・中国語・ハングルで対応しています。お気軽に窓口までお越しください。
【  日  時  】毎週月･金曜日午前９時～正午、午後１時～４時 ( 祝休日、年末年 
　　　       始は除く)
【  場  所  】区政相談課 (区役所東棟１階 )
【  言  語  】 ①英語＝毎週月曜日午後１時～４時、金曜日午前９時～正午
                ②中国語＝毎週月曜日午前９時～正午、第１・３・５金曜日午後１時～４時
                ③ハングル＝第２・４金曜日午後１時～４時
【相談方法】来所・電話（区政相談課〈区役所東棟１階・内線１１２９〉）･文書 ( 郵
　　　　　  送･ファクス･Eメール )
【  費  用  】無料

区内在住の外国人の方が、２０１７年４月から区立小学校へ入学を希望する
場合は、入学手続きが必要です。また、現在区立小学校に在学し、２０１７年
３月卒業後、引き続き区立中学校に進学を希望する方も、改めて手続きが必
要です。
手続きは、９月以降に、お子さんの住所・氏名・生年月日を確認できるもの
（健康保険被保険者証など）を持参して、学務課（区役所東棟６階）へ。
入学する学校は、杉並区教育委員会が住所によって指定しています。

【問い合わせ】学務課

杉並でくらす外国人のためのにほんご教室

　日常生活を送るのに必要な基本的な日本語の会話や読み書きを学ぶ、
レベル別クラスレッスンです。

【  日  時  】９月１６日～１１月２５日の毎週火・金曜日、午後６時３０分～８時３０分
              （祝日を除く。１１月２５日(金)は合同学習会。計２１回）
【  場  所  】セシオン杉並
【  講  師  】にほんご学習すぎなみの会
【  対  象  】区内在住・在勤・在学の方
【  費  用  】1カ月２０００円×３回（別途テキスト代）
【申し込み】Ｅメールに講座名・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号（あれば携
　　　　　 帯電話番号）を書いて、にほんご学習すぎなみの会
　　　　   【Ｅメール】suginaminihongo@gmail.com
　　　　　またはハガキに講座名・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号（あれ
　　　　　ば携帯電話番号）を書いて、社会教育センター（〒１６６－００１１梅
　　　　　里１－２２－３２セシオン杉並内）／申込期限＝９月９日（必着）
【問い合わせ】にほんご学習すぎなみの会
　　　　　　【電話】０９０－７２１２－７９０９
　　　　　　【Ｅメール】suginaminihongo@gmail.com
【  その他  】クラス分けのための面接を９月１３日（火）午後６時３０分からセシオン
　　　　　 杉並？で実施。1歳～就学前の託児あり（事前申込制。定員あり）。

杉並区公式情報サイト すぎなみ学倶楽部

　今年開設１０周年を迎えたすぎ
なみ学倶楽部が、英語、中国語、韓
国語でも読めるようになりました。
このサイトでは、在住外国人に役
立つ情報を紹介しています。区内
のおすすめグルメコーナーでは、
ラーメン店や書物に登場する食を
再現した復刻グルメなど、役に立
ち、そして興味深い地域情報を掲
載しています。ぜひウェブサイトで
実際にご覧ください。

 また中央線沿線の観光推進プロジェクト「中央線あるあるプロジェクト」の一
環として、観光に特化した英文サイト「Experience Suginami Tokyo」でも
区内の情報を発信しています。Native English Speaker が取材執筆した
買い物、お店情報はとても役立ちますので、あわせてご覧ください。

【問い合わせ】産業振興センター観光係 【電話】０３-５３４７-９１８

杉並区交流協会のお知らせ

区立小中学校へ入学希望の外国人の方は手続きを１１月５日（土）・６日（日） すぎなみフェスタ２０１６開催
～人と人、地域と地域をつなぎ、杉並を元気に～

seachsuginamigaku 検索


